
一般質問  議:議員／理:理事者

● 高齢者支援について
● 市と勝山高校の連携･協働に

ついて
その他の質問
・自治体経営について
・ジオパーク活動について　
・スポーツによる地方創生について

　　高齢者の一人暮らしの生活が市内各地で散
見される。各地域による支え（互助）も限界が
きているのではと思われる。過疎地域に限ら
ず、互助に代わる高齢者支援のあり方について
検討する時期に来ているのではと考える。民間
企業や過疎地域の住民組織が、新たな形で生活
支援サービスを提供する動きも出てきている
が、市の見解を伺う。
　　社協や、民生委員、交通事業者、商業施設、
介護サービス事業所、介護保険施設等が協力し
て買い物支援を行ったり、市内高齢者宅への配
達や集金業務等を行う事業所と連携して高齢者
の地域見守り協定を締結したりする等、市では
きめ細やかな高齢者支援を行っている。またＮＰ
Ｏ法人がコミュニティセンターの指定管理を受
ける中で高齢者サービスにも取り組んでいる。
　人口減少により地域コミュニティが縮小、共
助の力が弱体化するにつれ、高齢者の見守りや
生活支援のソーシャルビジネスあるいはコミュ
ニティビジネスの増加が考えられる。公的支援
と民間事業者等との連携を研究していく。
　　勝山高校の存続は市民全体の問題と考え
る。県立の勝山高校を“市立”のように愛着を
持って、地域が勝山高校を支援し続け、総合計
画に勝山高校について記載する、県と市の「設
置者の枠」を超えられない側面はあるものの、
協議会等を設置し、地域で勝山高校を支援する
体制づくりをする等、市の考えを伺う。
　　勝山高校については、特に探究学習を通じ
て地域住民や事業者、地域産業等の地域資源と
連携する場面や活動が多くなっており、こうし
た動きをさらに進めていくことが、今後の勝山
高校の更なる魅力化、活性化に繋がると考え
る。そのためには、勝山高校や県教育委員会と
協働し、地域資源を活かした連携を図る仕組み
づくりや中心となるコーディネーターの配置等
が重要であるとともに、市内小中学校と高校の
連携を進めることで、地域と学校が育んできた
つながりを継続的なものとしていくことも有効
と考える。子ども達が勝山で学ぶ優位性を高
め、愛着を深めながら学ぶ環境を整備したい。

一般質問  議:議員／理:理事者

● 学校給食について
● 高齢化社会に対応する"買い物弱者"

 への支援について
その他の質問
・婚活事業について　・地域住民が気軽に
立ち寄れる場所、サードプレイスについて
・教育会館、中央公園の改修について
・勝山市制70周年を記念した、ご当地グ
ルメ期間限定メニューの提供について

　　国が有機農業の拡大に力を入れる中、給食
に利用する市町村は増加傾向にあり、国の調査
では140近くになる。人間にとって食というの
は命そのものであり、「命を大事に」という教
育を食からも学ぶことができれば、その子ども
達も基本的なことを次世代に伝えていってくれ
るであろうと思う。できるところから少しずつ
計画を立てて、オーガニック給食の実現に向け
ていけたらと考えるが、市の見解を伺う。
　　当市においては過去に、地域の方からお声
がけをいただいた学校で、イベント的にオーガ
ニック給食が取り入れられたことがあり、児童
や教職員からは非常に好評であった。
　しかしながら、オーガニック給食を継続的に実
施するには、費用面や調達面等で課題も多いこ
とから、スポット的に有機農産物を取り入れた給
食を実施する等、地元の生産者の方等とも協力
しながら、保護者や生産者に無理のかからないス
キームの構築について研究していきたい。
　　総務省では高齢者等を中心に食料品の購入
や飲食に不便や苦労を感じる方を「買い物困難
者」「買い物弱者」として位置付けている。高
齢化社会に対応するべき内容について必ず予想
される買い物弱者に対してのサポートは、勝山
市としてどう考えているか。
　　市では、市社協に委託して、地区社協を中
心とした買い物支援事業に取り組んでいる。こ
の事業は地域において、地区社協のコーディ
ネーターが中心となり、地域のボランティア、
介護保険施設、介護サービス事業所等の協力を
得ながら、デマンドバスやタクシー等も利用し
て、交通手段のない高齢者が自身で買い物に出
かけられるよう支援するものである。これまで
は、平泉寺、村岡地区において実施し、今年度
からは新たに、遅羽、北郷地区においても実施
している。また現在、市社協、地区社協、ボラ
ンティア、民生委員、交通業者、商業施設、介
護サービス事業所、介護保険施設、市の各担当
課等と情報交換の場をもち、地域の現状把握や
今後の取組について検討を行っている。

一般質問  議:議員／理:理事者

その他の質問
・気象防災アドバイザーの活用について

　　生活困窮や性被害、ＤＶ等に苦しむ女性を
包括的に支えるための「困難な問題を抱える女
性への支援に関する法律」が本年４月１日に施
行された。今の物価高や先行きが見えない中で
社会のしわ寄せを最も受けているのは若者達で
あり、特に若年女性ではないか。「困難女性支
援法」により年齢や障害の有無、国籍等を問わ
ず、あらゆる困難に直面する女性に対して、
「誰一人取り残さない」との思いで、包括的か
つ継続的な支援を行って頂きたいが、市の所見
を伺う。
　　ＤＶ相談の事例では、子どもを巻き込んだ面
前ＤＶ等児童虐待が疑われるケースもあるため、
児童相談所等、関係機関と連携しながら経済的自
立や心身の回復を図れるよう包括的に相談、支援
を行っていく。生活困窮や相談に繋がりにくい若
年女性等の問題については、相談窓口の周知に努
めるとともに、県や各関係機関と連携し、相談者
に寄り添い、継続した支援を行っていく。
　　1994年に日本も批准している「こどもの
権利条約」では、「生きる権利」「育つ権利」
「守られる権利」「参加する権利」の４つを子
ども達が持つ基本的な柱としている。子どもが
一人の人間として扱われ、社会と関わることな
しに、安全で安心な持続可能な地域の未来はな
い。そこで当市においても「子どもにやさしい
まちづくりの宣言」の制定の検討を行い、地域
ぐるみで子どもの権利についての教育や啓発活
動を積極的に推進すべきと考えるが、市の見解
を伺う。
　　令和５年４月に施行されたこども基本法に基
づき、国では、こどもまんなか社会の実現を掲げ
たこどもまんなか宣言を実施した。こうした動き
に合わせ市では、本年４月にこどもまんなか応援
サポーター宣言を行った。また令和６年度に第３
期子ども・子育て支援事業計画の策定に併せ「こ
ども計画」を策定し、この計画の中で子どもや若
者の社会参画や意見を反映していく。全ての子ど
も達が安全安心して笑顔で暮らせるよう地域や
学校で子どもの権利の普及・啓発を図っていく。

一般質問  議:議員／理:理事者

● ギャンブル等依存症対策について
● 防犯カメラの設置について
その他の質問
・農業政策について

　　ギャンブル等依存症について、どのような
相談体制をとり、啓発週間にはどのような活動
を行っているのか伺う。
　　ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等に
のめり込むことにより日常生活や社会生活に支
障が生じている状態を指し、ＷＨＯの国際疾病
分類で正式に病気として認められ、アルコール
依存症等と同じ疾病分類のギャンブル障害とし
て位置づけられている。
　市の相談体制の現状は、アルコール依存症や
薬物依存症と同様、勝山市障害者生活支援セン
ターにおいて、本人やその家族の電話、面談によ
る相談を受け対応している。福祉課、健康体育
課、市社協、民生委員等への相談の中で、ギャン
ブル等依存症が疑われる場合、精神障害として
障害者生活支援センターが関わり、依存回復支
援プログラムを行っている施設、障害者の居場
所を提供している施設、当事者の自助グループ
等の情報提供や同行支援を行っている。また啓
発週間には、啓発ポスターや相談窓口が記載さ
れている精神保健福祉マップの掲示、依存症セ
ミナー等の案内チラシも設置している。
　今後、市ホームページや広報紙で相談窓口を
掲載したり、ギャンブル等依存症問題等啓発週
間のＰＲをしたりする中で、ギャンブル等依存
症について正しい知識や対処方法、相談窓口の
周知等、普及啓発を図っていく。
　　防犯カメラの設置台数がプライバシーの保
護を要因として増加しないと考えられるが、勝
山市の防犯対策にむけ、今後どのように取り組
むべきか伺う。
　　市では毎年、全区長を対象に防犯カメラ等
に係る補助金の周知や希望調査を行っている。
今後は、それらの説明に加え、さらに防犯の意
識を高めるとともに、犯罪抑止のための防犯カ
メラの有用性とプライバシー保護の調和を図る
ための啓発普及や支援を行い、地域での防犯カ
メラ設置を推進していきたい。
　市民の安全安心な生活環境を守り、勝山市全
体の防犯力の向上を図るため、福井県や警察、
防犯隊等と連携しながら防犯対策に努めてまい
りたい。

● 困難な問題を抱える女性への支援充実に
 ついて

● 子どもにやさしいまちづくり事業
 の推進について
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